
�愛媛県告示第５７９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、三瓶町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は三瓶町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第５８０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、三瓶町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。
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三瓶町大字安土字栄濱５３４の２及び５３４の３並びに
大字朝立字日吉崎７の３００の１、７の３００の２、７
の３０１の２、７の３０１の３及び７の３０１の５の地先

７１１．１６

毎週（火・金）曜日発行 第１５４４号 平成１６年３月２６日愛 媛 県 報

２８１



平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５８１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、大洲市長から次のとおり字の区域を新たに画する旨

の届出があった。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５８２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、津島町長から次の区域内の小字を全部廃止する旨の

届出があった。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
朝立

字
日吉
崎

三瓶町大字安土字栄濱５３４の２及び５３４の
３並びに大字朝立字日吉崎７の３００の１、
７の３００の２、７の３０１の２、７の３０１の
３及び７の３０１の５の地先公有水面埋立
地

４２１．３９

大字
安土

字
栄濱

三瓶町大字安土字栄濱５３４の２の地先公
有水面埋立地 ２８９．７７

字の名称
左記の区域に該当する区域

摘 要
字 名 地 番

東若宮 若宮 字
ミヅコ
シ

１５４０の１、１５４０の４、１５４４の１、
１５４５の１、１５４５の５、１５４６の１、
１５４６の４、１５４７の１、１５４８の１、
１５４９の１、１５５０の１、１５５１の１、
１５５２の１、１５５３の１、１５５４の１、
１５５の１、１５５６の１、１５５７の１、
１５５７の４、１５５７の５、１５５８の１、
１５５９の１、１５６０の１、１５６１の１、
１５６２の１、１５６３の１、１５６４の１、
１５６５の１、１５６６の１、１５６７の１、
１５６８の１、１５６９の１及び１６２６の２

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

字
キタカ
ハラサ
キ

１５７０の１、１５７１の１、１５７１の３、
１５７１の５、１５７１の８から１５７１の１３
まで、１５７２の３、１５７３の２、１５７３
の６、１５７５の１から１５７５の３まで
、１５７６の１から１５７６の３まで、１５
７７の２、１５７７の５、１５７８、１５７９の
１、１５７９の５、１５８０の１、１５８０の
４、１５８１の１、１５８１の４、１５８１の
５、１５８２の１、１５８２の４、１５８２の
５、１５８３の１、１５８３の４、１５８４の
１、１５８４の４、１５８４の６、１５８５の
１、１５８５の４、１５８６の１、１５８６の
４、１５８７の１、１５８７の２、１５８８の
１、１５８８の２、１５８９の１、１５８９の
２、１５９０の１から１５９０の３まで、
１５９１の１、１５９１の２、１５９１の５、
１５９２の１、１５９２の２、１５９２の５、
１５９３の１、１５９３の２、１５９３の５、
１５９４の１、１５９４の４、１５９５の１、
１５９５の４、１５９６の１、１５９６の４、
１５９７の１、１５９７の４、１５９７の５、
１５９８の１、１５９８の４、１５９９の１、
１５９９の４、１５９９の５、１６００の１、
１６００の３、１６００の４、１６０１の１、
１６０１の３、１６０１の４、１６０２の１、
１６０２の３、１６０２の４、１６０３、１６０４
、１６０５の１、１６０６の１、１６０７の１
、１６０８の１及び１６０９の１

字
キタミ
ヅコシ

１５４５の４、１６１０の１、１６１０の２、
１６１１の１、１６１１の２、１６１２から１６
１６まで、１６１７の１から１６１７の４ま
で、１６１８から１６２５まで、１６２６の１
、１６２７から１６３６まで、１６３７の１及
び１６３７の２

字
ミナミ
シブク

１６３８の１、１６３８の２、１６３９、１６４０
、１６４１の１、１６４２の１、１６４３の１
、１６４４の１、１６４４の２、１６４６の１

サ 、１６４６の２、１６４７の１、１６４７の２
、１６４８の１、１６４８の２、１６５１、１６
５２の１、１６５２の２、１６５２の４、１６
５２の５、１６５３の１から１６５３の３ま
で、１６５３の１５、１６５３の１６、１６５４の
２、１６５４の６、１６５６の１、１６５７の
１、１６５７の４、１６５８の１、１６５９の
１、１６５９の３、１６５９の４、１６６０の
１、１６６１の１、１６６２の１、１６６３の
１、１６６３の２、１６６４の１、１６６５、
１６６６の１、１６６６の２、１６６７の１、
１６６７の２、１６６７の１３、１６６７の１４、
１６６７の１７、１６７０の２、１６７１の２、
１６７２の１、１６７３の１、１６７４の１、
１６７５の１から１６７５の３まで、１６７５
の６及び１６７５の７

東大洲 １０６４から１０６６まで、１０６７の１から
１０６７の５まで、１０６８、１０６９、１０７０
の１、１０７０の２、１０７１から１０７７ま
で、１０７８の１から１０７８の５まで、
１０７９から１０８１まで、１０８２の１から
１０８２の４まで、１０８３、１０８４の１、
１０８４の２、１０８５の１、１０８５の４、
１１１７の３、１１１７の５、１１１８の３、
１１１８の５、１１１９の４、１１１９の６、
１１１９の８、３１２２の２、３１２３の２、
３１２４の２、３１２５及び３１２６

字 名 地 番 摘 要

大字
下畑地

字鴨田 甲１５３６の２、甲１５３６の４、甲１５４６から
甲１５４９まで、甲１５５０の１、甲１５５７の２
、甲１５５８の１、甲１５５９、甲１５６０の１、
甲１５６０の２、甲１５６１、甲１５６２の１、甲
１５６２の２、甲１５６３の１、甲１５６５の１、
甲１５６６、甲１５６７の１、甲１５６８の１、甲
１５６９の１、甲１５７０、甲１５７１、甲１５７２の
１、甲１５７３、甲１５７４の１、甲１５７４の２
、甲１５７５、甲１５７６、甲１５７７の１、甲１５
７８、甲１５７９、甲１５９３の２、甲１６１７、甲
１６１８の１、甲１６１８の２、甲１６１９の１、
甲１６１９の２、甲１６２０、甲１６２１の１及び
甲１６２２の１

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

字中ヤブ 甲１６１５の２

字カモ田 甲１６１６

字竹ノ鼻 甲１６２３から甲１６２５まで、甲１６３３の１、
甲１６３４の１及び甲１６３５の１

字
竹ノハナ

甲１６３６の１、甲１６３７の１、甲１６３８の１
、甲１６３９の１及び甲１６４０の１

字小畑 乙３６７の４、乙３６８から乙３７４まで、乙３
８２から乙３９９まで、乙４００の２及び乙４０
１

字森 乙４２７、乙４２８の２、乙４２９の３、乙４３０
の１、乙４３１から乙４３３まで、乙４３７の
２、乙４４８、乙４５０の２、乙４５０の３、
乙４５１の１、乙４５７の１、乙４５８の２、
乙４５９の１、乙４６０の１、乙４６１の１、
乙４６２の１、乙４６３の１、乙４６４から乙４
６６まで、乙４６７の１、乙４６８の１、乙４７
２の１、乙４７３の１、乙４７４、乙４７５の１
、乙４７６の１、乙４７７の１、乙４８９、乙４
９０の２、乙４９１、乙４９２、乙４９３の１及
び乙４９３の２

愛 媛 県 報平成１６年３月２６日 第１５４４号
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�������
�愛媛県告示第５８３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学工業株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

代表取締役 米倉弘昌

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� 除鉄フィルター Ｚ－５０２Ｄ

� 回収液フィルター Ｚ－１０５

字上ノ谷 乙５４７の１、乙５４８の１、乙５４９の１、
乙５５０、乙５５１、乙５５２の１、乙５５３の１
、乙５５９の３、乙５６４から乙５６７まで及
び乙５６９

字大門 乙６２４、乙６２５、乙６２６の１、乙６２６の２
、乙６２７、乙６２８の１、乙６２８の２、乙６
２９から乙６３４まで、乙６３７、乙６６０の２、
乙６６１、乙６６２及び乙６６３の２

字神中 乙７２２の１、乙７２３の１、乙７２４の４、
乙７２５、乙７８０の２、乙７８１の２、乙７８１
の３、乙７８２の２、乙７８３の２、乙７８４
の２、乙８０４の４、乙８０５の２、乙８０６
の４、乙８０７の１、乙８０８の１、乙８０９
の１、乙８１０の１、乙８１１の１、乙８１１
の２、乙８１２から乙８１８まで、乙８１９の
２、乙８２０の１、乙８２２の１、乙８２３、
乙８２４の１、乙８２７の１、乙８２８の１、
乙８２９及び乙８３０

字イノ谷 乙８４４、乙８４５、乙８４８の２、乙８４９、乙
８５３、乙８５４、乙８５６、乙８６７から乙８７０
まで、乙８７１の１、乙８７１の２、乙８７２
から乙８７４まで、乙８７５の２、乙８７６の
２、乙８７７、乙８７８の１、乙８７８の２、
乙８７９及び乙８８０の３

字ハヤマ 乙９０３、乙９０４、乙９０６、乙９４２の２、乙
９４３の３、乙９４７、乙９４８、乙９４９の２の
３、乙９５０、乙９５７の３、乙９５７の４、
乙９５８、乙９５９、乙９６０の１、乙９６０の２
、乙９６１、乙９７２の３及び乙９７８

字
小カンド

乙１０８２、乙１０８７及び乙１０９４

字
小カント

乙１０８５、乙１０８６の１及び庚２２３の２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第２４号 イろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１０ノルマル立方メートル
処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～７

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２６

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０，８００

最大 １６，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６，１４０

最大 ３，９１３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１．４

最大 ２３．０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２４号 イろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６０ノルマル立方メートル処
理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～７

最大 ５～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．２

最大 １３．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６，６００

最大 １８，４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１，５７９

最大 １９，７３７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１
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� プロセスドレイン分離施設 Ｄ－２０２

� 放散塔リフラックスドラム Ｄ－２０３

� 乾燥機廃ガス洗浄施設 Ｆ－６

４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．８

最大 ７．６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１５，０００ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 １２

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２

最大 １０８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，６００ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２４号 ニ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４８，０００ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 １３４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７９７

最大 １，９２９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１．０

最大 ３２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８０

最大 ５５０
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活性汚泥処理施設（既設）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第５８４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び重

信町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

有限会社レスパスコーポレーション

伊予郡砥部町拾町２０番地

代表取締役 宮内 政三

２ 工場・事業場の名称及び所在地

見奈良天然温泉『利楽』

温泉郡重信町大字見奈良寿之木１１３５番地

３ 特定施設に関する事項

� 入浴施設

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和・凝集沈殿・散気式活性汚泥処理
方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～９

最大 ２～１０

通常 ７～８

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７３３．７

最大 １，０４３．０

通常 １５９．０

最大 ２００．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２９．６

最大 ９３９．０

通常 ３４．７

最大 ７０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８００

最大 １，０００

通常 ２００．０

最大 ２５０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ３８

通常 ５

最大 ８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９，４９９

最大 ２４，０００

通常 １９，４９９

最大 ２４，０００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １７．５７

最大 ３５．００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．８２

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４．０

最大 ３０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４９，０５５

最大 ３２７，０００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．８

最大 ８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６６号の２ ハ入浴施設

特 定 施 設 の 能 力 野天風呂：浴槽容量１．１９立方メートル
×２基

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後７ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日
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� 入浴施設

４ 汚水等の処理施設に関する事項

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 洗 い 水 抜 き 水

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ２

最大 ３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ３

最大 ４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ２

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

通常 ０．３

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．６

最大 ０．８

通常 ０．１

最大 ０．２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６６号の２ ハ入浴施設

特 定 施 設 の 能 力
ユニットバス：浴槽容量
３．６８立方メートル×１５基
１．５７立方メートル×６基
１．４６立方メートル×２基

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後７ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 洗 い 水 抜 き 水

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ２

最大 ３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ３

最大 ４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ２

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

通常 ０．３

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７．４

最大 ９．２

通常 ２．９

最大 ４．３

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後７ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１６．６メートル 横１４．０メートル
高さ６．５５メートル
縦４．３メートル 横３．１メートル
高さ３．８５メートル
縦４．３メートル 横 ５メートル
高さ３．８５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 接触ばっき＋三次処理脱窒脱燐方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １５０

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 １８０

通常 ５

最大 １０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 ３０

最大 ５０

通常 １０

最大 １５

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ３

最大 ５

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２０

最大 ２８０

通常 ２２０

最大 ２８０
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第５８５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学工業株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

代表取締役 米倉弘昌

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２４号イ、ロ、ニ、ホ、第２７号イ、ロ、ハ、ヌ、ル、第

３２号イ、ロ、ニ、第３３号ロ、ハ、ヌ、第３５号イ、ロ、ハ、

第３７号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヌ、ヨ、タ、第４６号イ、ロ、

ニ、第７１の４号及び第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用方法の変更及び汚水等の処理の方法等の

変更

５ 特定施設に関する事項

� 化成肥料プラント

・造粒廃ガス水洗塔 Ｆ－１１

・造粒廃ガスベンチュリースクラバー Ｆ－２

・造粒廃ガスミストセパレーター Ｆ－９

� アクリル酸プラント

・封水セパレーター�１

・溶剤回収塔

・コンデンサー （１－１，２）

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８

最大 １１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 １．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９３

最大 ５３５

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．５

最大 ２～９

通常 ３～８

最大 ２～９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １５０

通常 ４

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２７０

最大 １，４００

通常 １，５２７

最大 １，７００

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．５

最大 ２～９

通常 ３～８

最大 ２～９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １５０

通常 ４

最大 １５

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５

最大 ３～５

通常 ６～７

最大 ５～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３

最大 ６７

通常 １，２９８

最大 １，５７９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１５

最大 １２０

通常 ５８．１

最大 ７２．１

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．１

最大 １～３

通常 １～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９，７００

最大 １１，０００

通常 ２０，７００

最大 ２０，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １０

通常 ４

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３１２

最大 ３７０

通常 １６２

最大 ２０３
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・コンデンサー �

・ガス洗浄塔

� 活性汚泥処理施設

６ 汚水等の処理施設に関する事項

活性汚泥処理施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

変更なし

�������
�愛媛県告示第５８６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び重信町役場において告示の日

から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

有限会社レスパスコーポレーション

伊予郡砥部町拾町２０番地

代表取締役 宮内 政三

２ 工場・事業場の名称及び所在地

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３１２

最大 ３５０

通常 ３１９

最大 ３５０

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ４～５

最大 ３～５

通常 ６～７

最大 ５～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３

最大 ４５

通常 ３３

最大 ５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６０

最大 １７５

通常 ０

最大 １７５

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 －

最大 －

通常 ６～７

最大 ５～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 －

最大 －

通常 ２３，１０６

最大 ２５，５５４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 １

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 －

最大 －

通常 １９．５

最大 ２４．７

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 変 更 前 変 更 後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５９．６

最大 ２００．０

通常 １５９．０

最大 ２００．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３７．６

最大 ７０．０

通常 ３４．７

最大 ７０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９，４２２

最大 ２４，０００

通常 １９，４９９

最大 ２４，０００

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７３６．４
最大
１０４３．０

通常
１５９．６
最大
２００．０

通常
７３３．７
最大
１０４３．０

通常
１５９．０
最大
２００．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４２９．８
最大
９３９．０

通常
３７．６
最大
７０．０

通常
４２９．６
最大
９３９．０

通常
３４．７
最大
７０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１９，４２２
最大
２４，０００

通常
１９，４２２
最大
２４，０００

通常
１９，４９９
最大
２４，０００

通常
１９，４９９
最大
２４，０００

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １７．５７

最大 ３５．０

通常 １７．５７

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．８２

最大 ６９．０

通常 ２９．８２

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４．０

最大 ３０．０

通常 ２４．０

最大 ３０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 ２．０

通常 ０．６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４８，９７８

最大 ３２７，０００

通常 ２４９，０５５

最大 ３２７，０００
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見奈良天然温泉『利楽』

温泉郡重信町大字見奈良寿之木１１３５番地

３ 特定施設に関する事項

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第６６の２号（ハ）、第６６の５及び第７２号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法及び排出水

の汚染状態及び量

５ 特定施設に関する事項

厨房施設

入浴施設（内湯、野天風呂）

入浴施設（家族風呂）

浄化槽

６ 汚水等の処理施設に関する事項

浄化槽

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第５８７号
貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第２４

条の７第１０項の規定に基づき、次のとおり内閣総理大臣が指

定する団体（以下「指定団体」という。）に貸金業務取扱主

任者研修の実施に関する事務を行わせることとした。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定団体の名称及び主たる事務所の所在地

� 名称

社団法人全国貸金業協会連合会

� 主たる事務所の所在地

東京都港区三田三丁目７番１３号

２ 指定団体に研修事務を行わせることとした日

平成１６年３月１８日

�������
�愛媛県告示第５８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市古川土地改良区の変更を認可した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、松山市から協議のあった土地改良事業（農業用

用排水施設整備事業・尾股地区）の計画の変更に平成１６年３

月１２日同意した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、松山市から協議のあった土地改良事業（農業用

道路整備事業・尾股地区）の計画の変更に平成１６年３月１２日

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法
延床面積
５６７．５４平方メート
ル

延床面積
１，０３８．６４平方メー
トル

原材料の種類及び１日当た
りの使用量

食料品４５０キログ
ラム

食料品４７０キログ
ラム

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５８．０

最大 ７３．０

通常 ２２．０

最大 ２８．０

洗い水 抜き水

変更前 変更後 変更前 変更後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２．５
最大
３．０

通常
２６．０
最大
３８．０

通常
３．５
最大
７．５

通常
９．０
最大
１４．５

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

縦１６．６メートル
横１４．０メートル
高さ６．５５メートル

縦１６．６メートル
横１４．０メートル
高さ６．５５メートル
縦４．３メートル
横３．１メートル
高さ３．８５メートル
縦４．３メートル
横５メートル
高さ３．８５メートル

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２３０立
方メートル

１日当たり２８０立
方メートル

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８０

最大 ２３０

通常 ２２０

最大 ２８０

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１６．６メートル
横１４．０メートル
高さ６．５５メートル

縦１６．６メートル
横１４．０メートル
高さ６．５５メートル
縦４．３メートル
横３．１メートル

高さ３．８５メートル
縦４．３メートル
横５メートル
高さ３．８５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２３０立
方メートル

１日当たり２８０立
方メートル

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

処理前 処理後 処理前 処理後

通常１８０
最大２３０

通常１８０
最大２３０

通常２２０
最大２８０

通常２２０
最大２８０

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

通常 ０．８

最大 １．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４０

最大 ３６０

通常 ２９３

最大 ５３５

洗い水 抜き水

変更前 変更後 変更前 変更後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３８．５
最大
５２．０

通常
６５．０
最大
８７．０

通常
５６．５
最大
１２２．５

通常
６１．０
最大
２３６．０
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同意した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、美川村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・黒藤川下地区）の

施行に平成１６年３月１２日同意した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５９２号
平成１６年３月１９日津島町営県単独土地改良事業鴨田地区の

換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５９３号
平成１６年３月１９日津島町営基盤整備促進事業上槇上地区の

換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５９４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年３月２６日

長浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４５、同甲

１０３０番１４４及び同町大字黒田６１７番８９の地先公有水面

イ 区域

次の各地点のうち�の地点から�の地点までを結ん
だ線、�の地点と�の地点を結ぶ昭和５２年１月３１日付
け愛媛県指令４５港第４６１号で竣功認可された埋立地と

公有水面の境界線、�の地点と�の地点を結ぶ昭和３９
年４月１０日付け愛媛知指令３８港第８６７号で認可された

埋立地と公有水面との境界線並びに�の地点と�の地

点を結ぶ昭和５６年１月２０日付け愛媛県指令５２港第５２２

号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線によ

り囲まれた区域

基点（喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４６

の長浜港東岸壁に設置された金属鋲）は、北緯３３度３７

分００秒、東経１３２度２９分１０秒の地点

�の地点は、基点から真北８３度３０分１８秒６７．２４メー
トルの地点

�の地点は、�の地点から真北７４度２３分４３秒１４３．１７
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北１６４度４５分２５秒９．５５
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２５４度２３分４４秒１４３．
０１メートルの地点

ウ 面積

１，３６５．９４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４６から同

町大字黒田６１７番８９までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＩ点までを順次直線で結んだ線及びＩ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４６

の長浜港東岸壁に設置された金属鋲）は、北緯３３度３７

分００秒、東経１３２度２９分１０秒の地点

Ａの地点は、基点から真北１２７度５６分１０秒２７．９１メ

ートルの地点

Ｂの地点は、Ａの地点から真北３４４度２３分１４秒１０５．

７７メートルの地点

Ｃの地点は、Ｂの地点から真北５５度３７分１４秒２５９．２７

メートルの地点

Ｄの地点は、Ｃの地点から真北１６４度２３分１４秒２３６．

０７メートルの地点

Ｅの地点は、Ｄの地点から真北２５４度１８分２４秒４５．

７８メートルの地点

Ｆの地点は、Ｅの地点から真北２５９度３５分４３秒２９．

８８メートルの地点

Ｇの地点は、Ｆの地点から真北２５５度５３分２９秒２１．

２９メートルの地点

Ｈの地点は、Ｇの地点から真北２６３度３２分１６秒３２．

１３メートルの地点

Ｉの地点は、Ｈの地点から真北２７１度３５分１０秒４４．

３０メートルの地点

ウ 面積

４４，２５３．５４平方メートル

３ 埋立地の用途

ふ頭用地

４ 埋立免許年月日

平成１６年３月１６日

�������
�愛媛県告示第５９５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規
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定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

内海村

南宇和郡内海村柏４９７番地

代表者 村長 加幡 仁一

南宇和郡内海村平碆３５６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡内海村魚神山５４３番３から同２４１番５に至

る地先公有水面

イ 区域

次の１点から９点までを順次直線で結んだ線並びに

９点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．１０メートル）における公有水面と陸地との境界

線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村魚神山５４３番３地先の２号防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度０３分１５秒、東

経１３２度２４分２９秒の地点

１点は、基点から真北２５４度４５分３７秒５４．２６メート

ルの地点

２点は、１点から真北９８度０４分０５秒１７．６６メートル

の地点

３点は、２点から真北２１１度５０分１５秒１０．２８メート

ルの地点

４点は、３点から真北３０１度５０分１５秒０．６０メートル

の地点

５点は、４点から真北２１１度５０分１５秒１．００メートル

の地点

６点は、５点から真北３０１度５０分１５秒４．００メートル

の地点

７点は、６点から真北２１１度５０分１５秒１１５．９０メート

ルの地点

８点は、７点から真北１２１度５０分１５秒４．００メートル

の地点

９点は、８点から真北２１１度５０分１５秒２．６３メートル

の地点

ウ 面積

２，７４５．０７平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡内海村魚神山５４３番３から同２４１番３まで

の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＩ点までを順次直線で結んだ線及びＩ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村魚神山５４３番３地先の２号防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度０３分１５秒、東

経１３２度２４分２９秒の地点

Ａ点は、基点から真北１４４度４７分５１秒２０．２２メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２１１度５０分１５秒１７９．５３メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３０１度５０分１５秒１８．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３３９度５８分５７秒１９．００メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３０１度５１分１７秒２６．８５メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１３度３７分１１秒２３．６０メートル

の地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３度１６分５３秒３９．００メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２８度１０分３８秒３７．８０メートル

の地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３５度４３分１１秒３４．２０メートル

の地点

ウ 面積

１１，０３３．３９平方メートル

３ 埋立地の用途

漁村再開発施設用地 約２，７３０平方メートル

水路用地 約１０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１６年３月１５日

�������
�愛媛県告示第５９６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

内海村

南宇和郡内海村柏４９７番地

代表者 村長 加幡 仁一

南宇和郡内海村平碆３５６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡内海村網代３５０番２から同２４８番２に至る

地先公有水面

イ 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに

１０点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．１０メートル）における公有水面と陸地との境界

線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村網代３５０番２地内の本谷物揚

場に設置された金属鋲）は、北緯３３度０２分１２秒、東経

１３２度２４分１８秒の地点

１点は、基点から真北２１３度０７分１７秒２．６１メートル

の地点

２点は、１点から真北１９９度２３分５９秒２．０３メートル

の地点
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３点は、２点から真北２８９度２３分５９秒３．８６メートル

の地点

４点は、３点から真北１９９度２３分５９秒４４．９７メート

ルの地点

５点は、４点から真北１０９度２３分５９秒３．８６メートル

の地点

６点は、５点から真北１７２度０７分０４秒０．５０メートル

の地点

７点は、６点から真北２６２度０７分０４秒３．８６メートル

の地点

８点は、７点から真北１７２度０７分０４秒６５．４９メート

ルの地点

９点は、８点から真北８２度０７分０４秒３．８６メートルの

地点

１０点は、９点から真北１７２度０７分０４秒３．５３メートル

の地点

ウ 面積

２，１５７．４３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡内海村網代３５０番２から同２４８番２までの

地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＭ点までを順次直線で結んだ線及びＭ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村網代３５０番２地内の本谷物揚

場に設置された金属鋲）は、北緯３３度０２分１２秒、東経

１３２度２４分１８秒の地点

Ａ点は、基点から真北３５１度２８分２２秒７．４３メートル

の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北４１度１２分０５秒２２．５０メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１０９度２３分０５秒３４．５０メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１９９度２３分５９秒６７．２９メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１７２度０７分０３秒８８．３０メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２６２度０７分０３秒４６．５０メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３５２度０７分０３秒１９．００メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２６２度０７分０３秒１５．４０メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３３３度５９分３１秒２７．９１メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３４５度１７分４１秒２６．０３メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北３度５８分５０秒４８．５０メートル

の地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北１７度５９分５５秒３０．００メートル

の地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北３５度４３分１９秒１９．００メートル

の地点

ウ 面積

１０，９３６．２３平方メートル

３ 埋立地の用途

漁村再開発施設用地 約２，１４０平方メートル

水路用地 約２０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１６年３月１５日

�������
�愛媛県告示第５９７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

御荘町

南宇和郡御荘町平城３０６３番地

代表者 町長 山下 英雄

南宇和郡御荘町中浦１１５１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡御荘町平山５０３番３から同５２６番２までの

地先公有水面

イ 区域

次の１点から２４点までを順次直線で結んだ線並びに

２４点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．１０メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町平山５２２番地内に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５８分２１秒、東経１３２度３２分０２秒

の地点

１点は、基点から真北１２７度４６分１９秒７８．８７メート

ルの地点

２点は、１点から真北１６０度１１分００秒２５．０１メート

ルの地点

３点は、２点から真北３０３度３４分２８秒１５．０８メート

ルの地点

４点は、３点から真北３３度３４分２８秒３．１０メートルの

地点

５点は、４点から真北３０３度３４分２８秒４０．２５メート

ルの地点

６点は、５点から真北２１３度３４分２８秒３．１０メートル

の地点

７点は、６点から真北３１８度０７分４７秒８．９０メートル

の地点

８点は、７点から真北４８度０７分４７秒１．００メートルの

地点

９点は、８点から真北３１８度０７分４７秒２．２０メートル

の地点

１０点は、９点から真北２２８度０７分４７秒１．００メートル

の地点
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１１点は、１０点から真北３１８度０７分４７秒１３．６５メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北４８度０７分４７秒０．２０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北３１８度０７分４７秒０．５０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２２８度０７分４７秒０．２０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北３１８度０７分４７秒２３．５０メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北４８度０７分４７秒０．２０メートルの

地点

１７点は、１６点から真北３１８度０７分４７秒０．５０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２２８度０７分４７秒０．２０メートル

の地点

１９点は、１８点から真北３１８度０７分４７秒２３．５０メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北４８度０７分４７秒０．２０メートルの

地点

２１点は、２０点から真北３１８度０７分４７秒０．５０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２２８度０７分４７秒０．２０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北３１８度０７分４７秒１３．７５メート

ルの地点

２４点は、２３点から真北８度０７分４７秒１６．９３メートル

の地点

ウ 面積

１，６０９．５５平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡御荘町平山５０３番４から同５２６番２までの

地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＫ点までを順次直線で結んだ線並びに

Ｋ点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡御荘町平山５２２番地内に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５８分２１秒、東経１３２度３２分０２秒

の地点

Ａ点は、基点から真北１２７度４６分１９秒７８．８７メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１６０度１１分００秒２５．０１メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２１３度３４分４９秒５０．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３０３度３４分４９秒６１．７１メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３１８度０８分０８秒１２３．００メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北８度０７分４７秒４６．１９メートル

の地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北９８度０７分４７秒５０．００メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１６０度３８分５５秒２２．５７メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１３９度０２分４７秒７３．２９メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北４２度００分４４秒１３．３８メートル

の地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１２８度５５分１０秒３７．１２メート

ルの地点

ウ 面積

１１，９５８．４５平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 埋立免許年月日

平成１６年３月１８日

�������
�愛媛県告示第５９８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

宇和島市

宇和島市曙町１番地

代表者 市長 石橋 寛久

宇和島市寿町２丁目５番１号

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市蒋渕２６１５番から同２７９０番地先までの公有水面

� 区域

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線並びに１１

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（宇和島市蒋渕２６１３番地先に設置の標柱）は、北

緯３３度１１分０６秒、東経１３２度２４分０６秒の地点

１点は、基点から真北２５０度００分００秒１０．３０メートル

の地点

２点は、１点から真北１９５度００分００秒２２．００メートル

の地点

３点は、２点から真北２８５度００分００秒１．００メートルの

地点

４点は、３点から真北１９５度００分００秒２．５０メートルの

地点

５点は、４点から真北１０５度００分００秒１．００メートルの

地点

６点は、５点から真北１９５度００分００秒４０．５０メートル

の地点
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７点は、６点から真北１０５度００分００秒２８．７０メートル

の地点

８点は、７点から真北１９５度００分００秒１０．００メートル

の地点

９点は、８点から真北１０５度００分００秒３．３０メートルの

地点

１０点は、９点から真北１９５度００分００秒２０．００メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２８５度００分００秒５０．４０メートル

の地点

� 面積

２，７１６．１１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成３年３月２８日 愛媛県指令河第２０７号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年３月２６日

�愛媛県告示第５９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
西条市黒瀬字向乙２１１番１１から

同字乙２１１番１２まで

旧 １５．０～２１．５ ０．０６７

新 ２１．５～３３．０ ０．０６７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市黒瀬字向乙２１１番１１から

同字乙２１１番１２まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市黒瀬字大谷乙１８６番５から

同市黒瀬字向乙１９２番２まで
平成１６年３月２６日
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�愛媛県告示第６０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局伊予三島土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上分三島線 伊予三島市下柏町字槌ヵ内３８番１
旧 ７．０～１０．０ ０．０１３

新 １０．０～１２．０ ０．０１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
伊予三島市寒川町寒川山乙２５４番３０から

同町寒川山乙２５４番４１まで
平成１６年３月２６日

〃 〃
伊予三島市寒川町寒川山乙２５４番２２から

同市具定町字重石乙６６番１１まで
〃

県 道 上分三島線 伊予三島市下柏町字槌ヵ内３８番１ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
宇摩郡新宮村大字新宮８７４番から

同大字８６９番まで

旧 ４．０～６．８ ０．０９２

新 １１．４～１６．４ ０．０９２

〃 上猿田三島線
伊予三島市富郷町津根山字ワキノ山乙１３０番２２から

同字乙１３０番９まで

旧 ５．５～１８．５ ０．３３５

新 １０．５～２４．５ ０．３３５

〃 〃
伊予三島市富郷町津根山字谷ガ内乙１３１番５から

同町津根山字ワキノ山乙１３０番１まで

旧 ５．０～９．０ ０．１２７

新 ５．０～５２．５ ０．１２３

〃 三島川之江港線
伊予三島市村松町字富光増縄１番１から

同字１番３まで

旧 １４．０～３０．０ ０．１１７

新 ２５．８～３４．８ ０．１１７
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�愛媛県告示第６０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
宇摩郡新宮村大字新宮８７４番から

同大字８６９番まで
平成１６年３月２６日

〃 上猿田三島線
伊予三島市富郷町津根山字ワキノ山乙１３０番２２から

同字乙１３０番９まで
〃

〃 三島川之江港線
伊予三島市村松町字富光増縄１番１から

同字１番３まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
東予市周布２１７番９から

同市周布２０７番１０まで
平成１６年３月２６日

〃 〃
東予市周布６２６番６から

同市周布６８０番７まで
〃

〃 〃 東予市周布７２７番１５ 〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 和気衣山線
松山市久万ノ台５３１番７地先から

同市久万ノ台５６０番４地先まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大平砥部線
伊予市両澤字向山乙７４番９から

同字乙７０番４まで

旧 ６．０～１８．７ ０．３０７

新 ８．７～３２．３ ０．３０７
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�愛媛県告示第６０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大平砥部線
伊予市両澤字向山乙７４番９から

同字乙７０番４まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味２８９２番１地先
旧 ５．６～１８．０ ０．０７９

新 ６．４～２４．２ ０．０７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味２８９２番１地先 平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡広田村玉谷１２４３番２から

同村玉谷９９８番２まで

旧 ５．０～９．０ ０．２９８

新 ８．６～４５．８ ０．２６８
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愛 媛 県 報平成１６年３月２６日 第１５４４号

２９７



�愛媛県告示第６１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡広田村玉谷１２４４番２から

同村玉谷１２４５番７まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
伊予郡中山町大字出淵５番耕地８５８番地先から

同大字９番耕地１８１番４まで

旧 ４．８～１１．２ ０．２４５

新 ９．３～４３．７ ０．２４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
伊予郡中山町大字出淵９番耕地１８１番２から

同大字９番耕地１８１番４まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷６号５９４番４から

同大字６号５９５番４まで

旧 ５．６～１０．２ ０．０５６

新 ９．４～１６．３ ０．０５６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷６号５９４番４から

同大字６号５９５番４まで
平成１６年３月２６日
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愛 媛 県 報平成１６年３月２６日 第１５４４号

２９８



�愛媛県告示第６１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線
伊予郡双海町大字串字三ッ田甲１６７０番地先から

同字甲１６７０番まで

旧 １０．２～１４．５ ０．０２２

新 １０．８～１５．２ ０．０２２

〃 〃 伊予郡双海町大字串字ウネ乙１８５０番６
旧 ３８．０～６１．４ ０．０２５

新 ３８．０～６４．１ ０．０２５

〃 〃 伊予郡双海町大字串字本谷乙１８４７番３
旧 ６．０～６．３ ０．００６

新 ９．０ ０．００６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線
伊予郡双海町大字串字三ッ田甲１６７０番から

同大字字法師ノ大上甲１６７２番まで
平成１６年３月２６日

〃 〃 伊予郡双海町大字串字本谷乙１８４７番３ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町宇津字中通乙１５７９番５から

同町宇津字出来地甲１２００番４まで

旧 ４．８～７．３ ０．１７５

新 ９．３～１４．６ ０．１７５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町宇津字中通乙１５７９番５から

同町宇津字出来地甲１２００番４まで
平成１６年３月２６日
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愛 媛 県 報平成１６年３月２６日 第１５４４号

２９９



�愛媛県告示第６２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市森山字古屋乙４５４番２から

同市森山字老谷乙４５２番４まで

旧 ４．８～１８．５ ０．２４０

新 ２２．５～４７．０ ０．２４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市森山字古屋乙４５４番２から

同市森山字老谷乙４５２番４まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線 喜多郡長浜町大字豊茂丙１６番６
旧 ４．１～９．５ ０．０３９

新 ４．９～１１．８ ０．０３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線 喜多郡長浜町大字豊茂丙１６番６ 平成１６年３月２６日
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愛 媛 県 報平成１６年３月２６日 第１５４４号

３００



�愛媛県告示第６２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳４９８６番２から

同町石畳４６４４番３まで

旧 ４．１～７．６ ０．２９６

新 ９．４～２２．０ ０．２９６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳４９８６番２から

同町石畳４６４４番３まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線 喜多郡内子町村前１６２９番５
旧 ３．０～１２．１ ０．０８８

新 １２．２～２７．０ ０．０８２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線 喜多郡内子町村前１６２９番５ 平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大瀬川中線
喜多郡内子町川中１５５８番２から

同町川中１５６２番２まで

旧 ４．５～２４．１ ０．０７８

新 １３．１～２６．０ ０．０７８
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愛 媛 県 報平成１６年３月２６日 第１５４４号

３０１



�愛媛県告示第６３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大瀬川中線
喜多郡内子町川中１５５８番２から

同町川中１５６２番２まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳４６３０番地先から

同町石畳４６１７番まで

旧 ５．８～９．２ ０．０９４

新 ９．４～１２．０ ０．０９４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳４６３０番地先から

同町石畳４６１７番まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡五十崎町大字只海甲４２１番３から

同大字甲４１１番３まで

旧 ４．１～５．９
１０．６～２４．０

０．２６４
０．２４６

新 １０．６～２４．０ ０．２４６
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�愛媛県告示第６３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線 喜多郡肱川町大字中津１３６９番２
旧 ４．５～１２．０ ０．０７７

新 １５．１～３０．２ ０．０７７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線 喜多郡肱川町大字中津１３６９番２ 平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 山鳥坂名荷谷線
喜多郡肱川町大字中居谷３１０番４から

同大字３０８番２まで

旧 ６．４～１０．８ ０．１０８

新 ７．０～１５．２ ０．１０８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 山鳥坂名荷谷線
喜多郡肱川町大字中居谷３１０番４から

同大字３０８番２まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線 喜多郡河辺村大字横山６３５番３
旧 １０．４～２４．６ ０．０８３

新 １４．６～２９．０ ０．０８３
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�愛媛県告示第６４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線 喜多郡河辺村大字横山６３５番３ 平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡三崎町松５９５番２から

同町松５１４番２まで

旧 ３．０～１５．５
７．５～１９．０

０．１７９
０．１９４

新 ７．５～１９．０ ０．１９４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字松渓１号１３６３番３から

同大字１号１３７２番２まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
東宇和郡野村町大字野村１６号３１番から

同大字１７号７番１まで

旧 ５．８～２４．８ ０．２４０

新 １３．６～５５．０ ０．２４０
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�愛媛県告示第６４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
東宇和郡野村町大字予子林５７２７番２から

同大字５８９４番２まで

旧 ４．７～１５．７ ０．２１５

新 １１．３～１８．４ ０．２２０

〃 野村柳谷線 東宇和郡野村町大字予子林７０４３番４
旧 １３．８～２５．３ ０．０２３

新 ２２．６～５１．０ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
東宇和郡野村町大字予子林５７７０番２から

同大字５９０３番２まで
平成１６年３月２６日

〃 野村柳谷線 東宇和郡野村町大字予子林７０４３番４ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 日向谷高野子線

東宇和郡城川町大字高野子２９０番２地先から
同大字７６番２地先まで

及 び
東宇和郡城川町大字高野子２９０番から
同大字４２６６番１まで

旧
１．５～８．５

１０．０～４４．０

０．５８６

０．２３３

東宇和郡城川町大字高野子２９０番から

同大字４２６６番１まで
新 １０．０～４４．０ ０．２３３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �淵下波線
宇和島市下波２０３３番２から

同市下波２０５３番２まで

旧 ６．４～１６．４ ０．１０４

新 １０．２～４１．０ ０．１０４
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�愛媛県告示第６５０号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第３項

の規定により、大洲市東若宮土地区画整理組合理事長玉木宗

三郎から次のとおり換地処分した旨の届出があった。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 土地区画整理事業の名称

大洲市東若宮地区土地区画整理事業

２ 施行区域

大洲市東大洲及び若宮字ミヅコシ、字キタカハラサキ、

字キタミヅコシ、字ミナミシブクサの各一部

３ 換地処分年月日

平成１６年３月３日

�������
�愛媛県告示第６５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

による都市計画事業の事業計画の変更について、次のとおり

公告する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・４・４西町中村線

２ 施行者の名称

愛媛県

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �淵下波線
宇和島市下波２０３３番２から

同市下波２０５３番２まで
平成１６年３月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡一本松町満倉９１９番２地先から

同町満倉９０５番２地先まで

旧 ４．８～１５．０
１３．４～１８．５

０．０７７
０．０６０

新 １３．４～１８．５ ０．０６０

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第５１号

平成１６年３月１２日
伊予郡松前町大字永田字松ノ隣２９８番１２

伊予郡松前町筒井６１２番地２
サンフラワー５号
向 井 三 奈

１５松局伊土検（開）第５２号

平成１６年３月１５日
伊予郡松前町大字永田字宮ノ前２２８番５及び２２８番６

松山市南江戸二丁目４番２４号
灘 岡 好 雄
灘 岡 真 理

１５松局伊土検（開）第５３号

平成１６年３月１５日

伊予郡松前町大字筒井字城新田１４１６番１、１４１６番２、１４２６番１及び
１４２６番１地先水路

松山市勝山町二丁目４番地７
株式会社 ミツワ都市開発
代表取締役 佐 伯 教 義

１５松局建（開）第３０号

平成１６年３月１６日

北条市下難波字大新開甲１０３番２、甲１０４番１、甲１０５番１、甲１０６番
、甲１０７番、甲１０８番及び甲１０９番並びに同市下難波字井方甲１１３番１
、甲１１４番１、甲１１５番１、甲１１６番１、甲１１７番１、甲１１８番１、甲２０
６番１、甲２０７番１、甲２０８番１、甲２０９番１及び甲２１０番１

東京都荒川区西日暮里二丁目２７番５号
株式会社 ダイナム
代表取締役 佐 藤 公 平
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３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

新居浜市本郷一丁目及び本郷三丁目地内において事業

地を変更する。

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第６５３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

八幡浜市大字五反田１番耕地３３番及び５８番

２ 申請人の住所氏名

八幡浜市産業通３番３号

株式会社大任建設

代表取締役 鈴木 欽次郎

３ 図面省略

�������
�公 告

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及

び方法等について

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第２７条の２６第２項の規定による経営規模等評価の申請及び法

第２７条の２９第１項の規定による総合評定値の請求（以下「申

請等」という。）並びに法第２７条の２８及び建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号。以下「省令」という。）第２０条

第２項の規定による再審査の申立て（以下「申立て」という

。）の時期及び方法等を次のとおり定めた。

なお、法第２７条の２４第１項の規定による経営状況分析の申

請の時期及び方法等については、省令第１９条の２第１項の規

定により、登録経営状況分析機関（法第２７条の２４第１項に規

定する登録経営状況分析機関をいう。）が定めるところによ

る。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請等の時期

知事があらかじめ個別に指定した日時

２ 申請等の方法

経営規模等評価申請及び総合評定値請求要領（以下「申

請要領」という。）に基づき随時申込みを行い、あらかじ

め指定を受けた日時及び場所に申請等に係る書類（以下「

申請書類等」という。）を持参すること。郵送による申請

等は受け付けない。

３ 申請用紙等の請求先

社団法人愛媛県建設業協会の本部又は各支部

４ 申請書類等

� 提出書類

ア 経営規模等評価の申請を行う場合

� 経営規模等評価申請書（省令別記様式第２５号の１１

によるもの）

� 工事経歴書（省令別記様式第２号の２によるもの

）（省令第１９条の８第２項の規定により添付を省略

できる場合は、不要）

� その他申請要領に定める書類

イ 総合評定値の請求を行う場合

� 総合評定値請求書（省令別記様式第２５号の１１によ

るもの）

� 経営状況分析結果通知書（省令別記様式第２５号の

１０によるもの）

� 提示書類

申請要領に定める書類

５ 手数料

� 金額

ア 経営規模等評価手数料

８，１００円に評価を受けようとする建設業１種類につ

き２，３００円として計算した額を加算した額

イ 総合評定値請求手数料

４００円に通知を受けようとする建設業１種類につき

２００円として計算した額を加算した額

� 納入方法

愛媛県収入証紙により納付するものとし、消印は、し

ないこと。

６ 経営規模等評価の結果及び総合評定値の通知

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年３月１８日 特定非営利活動法人
パステルくらぶ 白 川 京 子 愛媛県上浮穴郡久万町大字菅生

２番耕地４６８番地
この法人は、障害を持った者が健やかに地
域社会で暮らせるよう社会の理解と支援を
得るための地域社会づくり及び福祉の増進
に寄与することを目的とする。
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書面により申請者へ通知する。

７ 申立ての時期及び方法等

� 申立ての時期

ア 経営規模等評価の結果について異議がある場合、当

該経営規模等評価の結果の通知を受けた日から３０日以

内

イ 経営事項審査の基準その他の評価方法（経営規模等

評価に係るものに限る。）が改正された場合であって

、当該改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の通

知を受けているとき（以下「経営規模等評価の方法等

が改正された場合」という。） 当該改正の日から１

２０日以内

� 申立ての方法

経営規模等評価の申請を行った地方機関に、申立てに

必要な書類を持参すること。郵送による申立ては受け付

けない。

� 申立てに必要な書類

ア 経営規模等評価の結果について異議がある場合

� 経営規模等評価再審査申立書（省令別記様式第２５

号の１１によるもの）

� 申立てに係る経営規模等評価結果通知書（省令別

記様式第２５号の１２によるもの）の写し

� 法第２７条の２９第１項の規定による総合評定値の通

知を受けている場合にあっては、申立てに係る総合

評定値通知書（省令別記様式第２５号の１２によるもの

）の写し

� 異議のある審査項目について、その事実の確認に

必要な書類

イ 経営規模等評価の方法等が改正された場合

� 経営規模等評価再審査申立書（省令別記様式第２５

号の１１によるもの）

� 申立てに係る経営規模等評価結果通知書（省令別

記様式第２５号の１２によるもの）の写し

� 法第２７条の２９第１項の規定による総合評定値の通

知を受けている場合にあっては、申立てに係る総合

評定値通知書（省令別記様式第２５号の１２によるもの

）の写し

� 手数料

徴収しない。

� 再審査に係る経営規模等評価の結果又は総合評定値の

通知

書面により申請者へ通知する。

８ 問い合わせ先

愛媛県土木部管理局土木管理課

〒７９０―８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話番号（０８９）９４１―２１１１

公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第１号
愛媛県公営企業会計規程及び愛媛県立病院料金規程の一部

を改正する管理規程を次のように定める。

平成１６年３月２６日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業会計規程及び愛媛県立病院料金規程の

一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業会計規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業

管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

様式第３０号（その４）納入通知書（兼領収書）中

衣服貸
与料

衛生材
料費

人間ド
ック

「

を

」

衣服等
貸与料

べん

分娩衛
生材料
費

人間ド
ック等

「

に、

」

電気器
具使用
料

「
電気器
具使用
料

その他
「

を に改め、同様式

」 」

第３０号（その４）領収済通知書中

衣服貸
与料

衛生材
料費

人間ド
ック

「

を

」

衣服等
貸与料

べん

分娩衛
生材料
費

人間ド
ック等

「

に、

」

電気器
具使用
料

「
電気器
具使用
料

その他
「

を に改め、同様式

」 」

第３０号（その４）納入通知書原符中

衣服貸
与料

衛生材
料費

人間ド
ック

「

を

」

衣服等
貸与料

べん

分娩衛
生材料
費

人間ド
ック等

「

に、

」

電気器
具使用
料

「
電気器
具使用
料

その他
「

を に改める。
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」 」

（愛媛県立病院料金規程の一部改正）

第２条 愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

第２条中「別表第５」を「別表第４」に改める。

別表第１診断書料の項金額の欄中「１，７８０円」を「２，１

００円」に、「２，６２０円」を「２，９４０円」に改め、同表人間

ドックの項同欄中「４３，０５０円」を「４０，９５０円」に、「６０，９

００円」を「５３，５５０円」に改め、同表脳ドックの項同欄中「

４０，７６０円」を「４０，８２０円」に、「３０，７５０円」を「３１，２６０円

」に改め、同表骨塩量検査料の項同欄中「８，９６０円」を「

８，５００円」に改め、同項の次に次のように加える。

乳がん検診料 １回

１０，８００円
（人間ドックと併せて
受ける場合にあつては
、６，０７０円）

別表第１衛生材料費の項名称の欄中「衛生材料費」を「
べん

分娩衛生材料費」に改め、同項金額の欄中「５，８００円」を

「５，２００円」に改め、同表人工妊娠中絶料の項同欄中「７８
そう

，７５０円」を「８５，０５０円」に改め、同表避妊器具挿入料の項

同欄中「４０，９５０円」を「４３，０５０円」に改め、同表避妊器具

除去料の項同欄中「９，５５０円」を「９，８７０円」に改め、同

表妊産婦定期診察料の項同欄中「４，５００円」を「４，７００円

」に、「４，７２０円」を「４，９３０円」に改め、同表衣服貸与

料の項を次のように改める。

衣服等

貸与料

消費税法別表

第１第８号に

規定する助産

に係る資産の

譲渡等に該当

するものに係

るもの

おむつ等 １日 ７５０円

肌着 １日 １８０円

上記以外のも

の

おむつ等 １日 ７８０円

肌着 １日 １８０円

別表第１人工授精料の項金額の欄中「６，５１０円」を「６

，４００円」に改め、同表体外受精料の項同欄中「４４，３１０円」

を「４０，２１０円」に、「３１，０８０円」を「２８，４５０円」に、「２９

，２９０円」を「２５，５１０円」に、「７，５６０円」を「７，７７０円」

に改め、同表習慣流産免疫療法料の項同欄中「２２，１５０円」

を「２３，５２０円」に改め、同表エックス線フイルム複製料の

項同欄中「５７０円」を「５４０円」に、「４３０円」を「４５０

円」に、「３５０円」を「３００円」に、「２７０円」を「２６０

円」に改める。

別表第２金額の欄を次のように改める。

金 額

３３，４８０円

３２，３７０円

３２，８７０円

３１，９６０円

３０，７９０円

３０，７７０円

１０，２９０円

１２，０２０円

１６，６２０円

１６，２００円

１４，９６０円

１４，４６０円

１０７，８８０円

９２，６９０円

７７，７６０円

５６，６４０円

３，２４０円

７，６００円

７，５１０円

９，２５０円

１０，７１０円

１７，９６０円

１７，１３０円

１４，１９０円

１５，４４０円

１５，２３０円

１４，８５０円

６２，７２０円

６２，８００円

５８，２６０円

６９，５３０円

６８，７００円

６５，２４０円

７５，４５０円

７４，６３０円

７８，０００円

７０，９１０円

７１，５５０円

７２，８５０円

７２，０３０円

６８，８３０円

７５，６１０円

７４，７９０円

７１，３４０円

７３，１８０円

７２，３６０円

６８，９６０円

７５，３８０円

７４，５６０円

７０，８００円

７９，８６０円

６６，２００円

６５，３８０円

６１，７９０円

７５，３８０円

７４，５６０円

７６，４９０円

７１，１２０円

７１，２５０円

６１，４００円

６０，５７０円

５６，８８０円

７５，２３０円

７４，４１０円

７９，７８０円

７０，６２０円

７３，８３０円

３２１，６５０円
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３０７，７４０円

２００，０６０円

２８７，４４０円

２７４，３４０円

２５９，８１０円

１８９，２００円

２３９，５００円

２２８，４４０円

２１３，９１０円

１７８，５９０円

２０６，２３０円

１８１，８５０円

１６７，６３０円

１６１，２１０円

１５９，４９０円

１７９，３２０円

１４４，５４０円

１２７，３６０円

３２，１４０円

１９１，３３０円

１５３，４９０円

１２０，４７０円

２９，９６０円

２８，３２０円

２４，５９０円

２４，１００円

２１，９８０円

１８，６５０円

１６，１４０円

１５，７３０円

１３，９５０円

１１，１９０円

１９，９３０円

１９，５２０円

１８，２８０円

９０，９４０円

８５，４００円

８７，４９０円

８３，２３０円

２０，２７０円

２１，４７０円

別表第３を削る。

別表第４室料差額の部愛媛県立中央病院の項１日１病床

の金額の欄中「３，０００円」を「３，５００円」に、「３，１５０円

」を「３，６７０円」に改め、同部愛媛県立今治病院の項同欄

中「５，５００円」を「６，０００円」に、「５，７７０円」を「６，３

００円」に改め、同表を別表第３とし、別表第５を別表第４

とする。

附 則

（施行期日）

１ この管理規程は、平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条の規定による改正後の愛媛県立病院料金規程（以

下「改正後の管理規程」という。）別表第１人間ドックの

項の規定は、この管理規程の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に通院を始め、又は入院して受ける人間ドッ

クに係る料金について適用し、施行日前に通院を始め、又

は入院して受ける人間ドックに係る料金については、なお

従前の例による。

３ 改正後の管理規程別表第３の規定は、施行日以後の病床

の使用に係る室料差額について適用し、施行日前の病床の

使用に係る室料差額については、なお従前の例による。

�������
�愛媛県報の購読申込み受付について�

平成１６年度に愛媛県報の購読を希望される方は、別記様式

により、

「〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県総務部管理局私学文書課 」

あてにお申込み下さい。

なお、別記様式は、愛媛県庁ホームページの「申請書等電

子配布サービス」からもダウンロード出来ます。

購読料は、１部につき１箇月１，７５０円、１箇年２１，０００円（

送料含む。）です。

平成１６年３月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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別記様式

愛 媛 県 報 購 読 申 込 書

年 月 日

愛媛県知事 加 戸 守 行 殿

住 所

電話番号

氏 名 �

愛媛県報を購読したく、次のとおり申し込みます。

購 読 期 間
年 月 日から 年

分
年 月 日まで 月

部 数 部

購 読 料 ￥

愛 媛 県 報平成１６年３月２６日 第１５４４号

３１１



平成１６年３月２６日 印刷
平成１６年３月２６日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円３１２
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